
(1)第３期中期目標における評価の結果を反映させる。

(2)第３期中期目標を踏襲しつつ、主に以下の３点を強化して取り組む。

ア 新たな課題である新興・再興感染症への対応

イ ３病院連携による多様な精神疾患等への対応など、他の医療機関では対応困難な医療の提供

ウ 研究環境を充実し、臨床技術・研究能力の高い医師の確保・育成に努め、地域医療水準の向上に貢献

新型コロナウイルスの感染拡大 新興・再興感染症への対応

・新型コロナウイルス感染症への対応のため、３病院において専用病床を確保しており、今後も継続

した病床の確保とともに、改正感染症法を踏まえた次の新興・再興感染症への対応が必要である。 ・新興・再興感染症への対応・体制確保【新規】

多様な精神疾患への対応の必要性 多様な精神疾患等への対応

・認知症・発達障害・依存症等の患者や高齢化に伴う身体合併症を有する精神障害者が増加し、精

神医療のニーズが高まっている。

・こころの医療センターの非稼働病床について、活用の検討が必要である。

・３病院連携のもと多様な精神疾患等への対応及び将来の医療需要を見据

えた非稼働病床の活用検討【拡充】

医師の働き方改革への対応の必要性 医師の確保と高度医療、地域医療の水準向上

・令和６年度から始まる医師の働き方改革に対応するため、ＩＣＴの活用も含めた業務の効率化を

進め、働きやすい勤務環境を整備するなど、継続して医療従事者の確保を進める必要がある。

・研究環境の充実による質の高い医師の確保・育成【拡充】

・医療従事者の働きやすい環境の整備【拡充】

・高度・先進医療提供の充実【継続】

・臨床医学及び県が推進する社会健康医学などの研究を推進し、県内医療水

準の向上及び医療人材の確保へ貢献【拡充】

・地域医療連携推進法人制度の活用【新規】

・３病院の医療情報システム統合をはじめとしたＩＣＴの活用【拡充】

魅力ある研究環境の整備の必要性

・総合病院のリサーチサポートセンターでは、令和３年度に開学した静岡社会健康医学大学院大学

と連携し、今後も県民の健康寿命の延伸に資する研究の推進が期待されている。

・医療人材の確保の観点から、魅力的な臨床研究ができる環境を整えることが求められる。

地域医療連携推進法人ふじのくに社会健康医療連合への参加

・地域医療連携推進法人制度を活用し、静岡医療圏の救急医療体制の維持に貢献している。

地域の医療機関との役割分担の明確化、相互連携や機能分担の必要性

・人口減少や少子高齢化が急速に進行する中、県立病院として長期的な医療需要の変化を見据え、

地域の医療機関との機能分化及び連携に基づく医療提供体制の構築が必要である。

・病床稼働率の向上に向け、高度・先進医療の更なる充実が必要である。

議題１ 地方独立行政法人静岡県立病院機構 第４期中期目標の策定
令和５年度

第２回評価委員会

資料

２－１

議題

２

・地方独立行政法人法第 25 条に基づき、県立病院機構の設置者である

県が定める県立病院機構が達成すべき業務運営に関する目標

・県は、県立病院機構が果たすべき役割等を指示

・県立病院機構は、中期目標を達成するための「中期計画」を策定

２ 中期目標の位置付け ３ 策定方針

４ 第４期中期目標（案）のポイント

(2) 次期（第４期）中期目標（案）のポイント※下線部はみなし評価

静岡県立病院機構の第３期中期目標が令和５年度末をもって期間満了となることから、第４期中期目標を策定する。＜目標期間：令和６年度から令和 10 年度まで（５年間）＞

１ 概要

区 分
8/7

第 1 回評価委員会
9/28～10/16

10/30
第 2 回評価委員会

12 月
2 月

第 3 回評価委員会
令和６年２～３月

中期目標
(県策定)

原案・
みなし評価案
意見聴取

パブリック
コメント

最終案意見聴取
12 月県議会に提案

⇒議決後、病院機構

に指示

－ －

中期計画
(病院機構策定)

－ － 原案意見聴取 － 最終案意見聴取
２月県議会に提案
⇒議決後、認可

５ スケジュール

区分 患者満足度 病床稼働率 経常収支比率

総 合
(入院)90％以上

90％以上
中期目標期
間の累計で
100％以上

(外来)85％以上

こころ (外来)85％以上 85％以上

こども
(入院)90％以上

75％以上
(外来)90％以上

数値目標（R6～R10）(案)

(1) 第３期のみなし評価、課題等に係る主な事項


